
 4

 

２ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加

入している地方共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。   

区 

分 

住民基本台帳人口

(６年１月１日) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

４年度の人件費率 

５ 

年度 

人 

383,488 

千円 

167,473,655 

千円 

5,077,528 

千円 

26,849,973 

％ 

16.0 

％ 

16.2 

普通会計とは、公営事業会計（水道、下水道、病院、国民健康保険費、介護保険費、後期高齢

者医療費の各事業会計）を除いたものです。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。 

 

①一般職の職員 

区分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

５年度 
人 

2,873 

千円 

11,014,525 

千円 

3,536,817 

千円 

4,713,473 

千円 

19,264,815 

千円 

6,705 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数については、令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、再任用職 

員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みません。 

３ 給与費は地方財政状況調査に使用した額（決算額）です。 

４ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれてい 

ますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

②会計年度任用職員（フルタイム） 

区分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

５年度 
人 

326 

千円 

792,421 

千円 

120,965 

千円 

174,503 

千円 

1,087,889 

千円 

3,337 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数については、令和６年４月１日現在の人数です。 

３ 給与費は地方財政状況調査に使用した額（決算額）です。 
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（３）ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国 

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用 

職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。 

     ２ （ ）内の数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指 

数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地 

域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

      （補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく 

地域手当支給率）により算出。） 

 

※令和５年４月１日のラスパイレス指数が 100 を超えている理由及び改善の見込み 

主な要因として、国に比べ学歴による給与差が少ないことや高齢層職員の給与水準が高いこと

が挙げられます。今後は、ラスパイレス指数を考慮し、給与の適正化に努めていきます。 

 

 

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

  
  【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引

下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

 

①給料表の見直し  ［実施］ 

  （給料表の改定実施時期）平成 28 年４月１日 

（内容）国の見直し内容を踏まえ、一般職給料表で平均 1.9％引下げました。 
なお、激変緩和のため、令和８年３月 31 日まで経過措置（現給保障） 
を実施しています。 

 

 ②地域手当の見直し 

 （支給割合）国基準 10％に対し、本市においても 10％を支給 

 令和３年度 

の支給割合 

令和４年度 

の支給割合 

令和５年度 

の支給割合 

国基準 10％ 10％ 10％ 

横須賀市 10％ 10％ 10％ 

 

 

R2.4.1

100.6

(100.6) 
R2.4.1

99.9 R2.4.1

98.9 

R3.4.1

100.5

(100.5) 
R3.4.1

99.7
R3.4.1

98.8

R4.4.1

100.6

(100.6)
R4.4.1

99.5 
R4.4.1

98.7

R5.4.1

100.9

(100.9) R5.4.1

99.4
R5.4.1

98.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

横須賀市 中核市平均 全国市平均
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（５）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（各年４月１日現在） 

 

①一般行政職  

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

横須賀市(６年) 43.3 歳 323,176 円 429,483 円 387,358 円 

神奈川県(５年) 42.9 歳 321,965 円 429,304 円 381,122 円 

    国  (６年) 42.1 歳 323,823 円   ― 405,378 円 

中 核 市(５年) 42.1 歳 318,629 円 414,556 円 363,483 円 

 

②技能労務職 

区  分 
平均 

年齢 
職員数 平均給料月額 平均給与月額 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

年収ベース 

（試算値） 

横須賀市(６年) 51.9 歳 414 人 305,215 円 371,498 円 349,478 円 ― 

 

 

うち清掃職員 53.6 歳 158 人 317,589 円 399,736 円 363,853 円 6,418,307 円 

うち学校給食員 50.3 歳 100 人 309,558 円 357,101 円 350,837 円 5,823,935 円 

うち用務員 50.6 歳 91 人 294,070 円 351,094 円 340,991 円 5,597,934 円 

うち自動車運転手 56.0 歳 13 人 309,677 円 431,293 円 348,932 円 6,551,447 円 

うちその他 51.3 歳 52 人 277,656 円 334,142 円 318,175 円 5,274,271 円 

神奈川県(５年) 53.0 歳  251 人 300,224 円 366,417 円 346,491 円  

国  (６年) 51.2 歳 1,829人 288,144 円 ― 330,553 円 

中 核 市(５年) 50.8 歳 189 人 319,196 円 375,461 円 349,871 円 

（注）１ その他は、ボイラー技士、土木作業員などです。 

２ 中核市の職員数は平均職員数です。 

 

③高等学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

横須賀市(６年) 47.6 歳 353,618 円 435,092 円 

神奈川県(５年) 42.1 歳 339,431 円 428,608 円 

中 核 市(５年) 46.3 歳 381,556 円 447,103 円 

 

④看護･保健職 

 

 

 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

横須賀市(６年) 44.8 歳 318,355 円 394,897 円 365,606 円 

   国   (６年) 48.1 歳 325,124 円 ― 361,921 円 

中 核 市(５年) 39.2 歳 303,331 円 379,355 円 334,796 円 
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⑤消防職                                                                                

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

横須賀市(６年) 43.3 歳 332,803 円 452,702 円 398,566 円 

中 核 市(５年) 38.8 歳 307,488 円 405,213 円 353,236 円 

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤 

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら 

かにされているものです。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間 

外勤務手当等を除いたもの）で算出したものです。 

 

 

（６）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

（７）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

 

区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大 学 卒 271,078 円    362,336 円  389,767 円  413,721 円  

高 校 卒 236,520 円 306,500 円  ― 380,100 円  

技能労務職 
高 校 卒 223,500 円 ― ― ― 

中 学 卒 208,300 円 225,100 円 323,750 円  339,900 円  

高等学校教育職 大 学 卒 316,888 円 397,956 円  414,024 円  ― 

看護･保健職 大 学 卒 263,450 円 365,500 円  382,000 円  443,141 円  

消 防 職 
大 学 卒 287,425 円 362,622 円  381,780 円 401,786 円  

高 校 卒 251,980 円 334,475 円 362,900 円 383,700 円 

（注）１ 該当する職員がいない欄は、「―」としています。 

   ２ 該当する職員が少数の場合は、近似の経験年数を含めて、記載しています。 

 

 

 

区    分 横須賀市 神奈川県 国 

一般行政職 
大 学 卒 205,900 円 202,400 円 

総合職 200,700 円 

一般職 196,200 円 

高 校 卒 177,300 円 170,900 円 一般職 166,600 円 

技能労務職 
高 校 卒 169,000 円 169,000 円 － 

中 学 卒 155,300 円 － － 

高等学校教育職 大 学 卒 226,100 円 226,100 円 － 

看護･保健職 
大 学 卒 210,500 円 － 228,500 円 

短大３卒 201,000 円 － 218,800 円 

消 防 職 
大 学 卒 215,400 円 － － 

高 校 卒 188,400 円 － － 
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（８）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１ 級 
担当者 

（補助的又は定型的な業務を行う担当者） 
 39 人 2.6 ％ 159,100 円 269,900 円 

２ 級 担当者   451 人 29.5 ％ 188,400 円 337,600 円 

３ 級 
主 任 

（相当高度な知識経験を必要とする担当者） 
  502 人 32.8 ％ 272,900 円 386,500 円 

４ 級 係 長・主 査   268 人 17.5 ％ 319,200 円 396,900 円 

５ 級 
課長補佐 

（相当高度な知識経験を必要とする係長・主査） 
134 人 8.8 ％ 324,100 円 415,200 円 

６ 級 課 長  73 人 4.8 ％ 337,400 円 451,900 円 

７ 級 
次 長 

（相当高度な知識経験を必要とする課長）  
 37 人 2.4 ％ 349,400 円 475,700 円 

８ 級 局 長・部 長  25 人 1.6 ％ 460,900 円 529,900 円 

計  1,529 人 100.0 ％   

（注）１ 横須賀市の職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 一般職給料表が適用されている職員のうち、一般行政職職員の給料表の級区分による職員数です。 

      ３ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

（９）昇給の実施状況 

昇給には以下のものがあります。 

 

① 査定昇給 

４月１日から３月 31 日までの１年間の勤務成績により、翌年４月１日に５段階の昇給区分

で昇給します。（昇給区分をＥに決定された一般職員は、昇給しません。） 

（一般職員） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ(標準) Ｄ Ｅ 

昇給の号給数 ８号給以上 
５号給 

６号給 
４号給 

１号給以上 

３号給以下 
０号給 

（特定職員：課長級以上の職にある職員） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ(標準) Ｄ Ｅ 

昇給の号給数 ８号給以上 
４号給以上 

６号給以下 
３号給 

１号給 

２号給 
０号給 

 

② その他の昇給 

   それ以外に昇給できる場合としては、次の場合があります。 
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・研修に参加し、その成績が特に良好な場合 

・業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰

を受けた場合 

・職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職す

る場合 

・勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は

著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 

 

（１０）高齢層職員の昇給抑制制度の概要 

高齢層職員の昇給抑制制度とは、民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職員に

ついて、昇給抑制を行う制度で、査定昇給時の昇給号給数を半分に抑制しています。 

なお、国家公務員は、一定年齢以上の職員について、標準の勤務成績では昇給停止となる

制度を平成 26年１月から導入しています。定年の引上げに伴い、本市においても、令和５年

度から 60歳以上の職員は昇給停止としています。 

職 種 横須賀市 国 

一般行政職 
５５歳以上：昇給抑制 
６０歳以上：昇給停止（標準の勤務成

績の場合） 

５５歳以上：昇給停止（標準の勤務成
績の場合） 

技能労務職 
５５歳以上：昇給抑制 
６０歳以上：昇給停止（標準の勤務成

績の場合） 

５７歳以上：昇給停止（標準の勤務成
績の場合） 

 

（１１）職員の手当の状況 

   職員は、以下の手当が支給されます。 

期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当 

退 職 手 当：退職したときに支給される一時金 

地 域 手 当：民間における賃金等を考慮して職員に支給される手当 

特 殊 勤 務 手 当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当 

時 間 外 勤 務 手 当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当 

その他、扶養手当、住居手当、通勤手当等があります。 

 

①期末手当・勤勉手当 

横須賀市 神奈川県 国 

1人当たり平均支給額(５年度) 

1,646千円 
－ － 

（５年度支給割合） 

   期末手当      勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

 (1.375)月分   (0.975)月分 

（５年度支給割合） 

   期末手当      勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

 (1.375)月分   (0.975)月分 

（５年度支給割合） 

   期末手当      勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

 (1.375)月分   (0.975)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算   5～ 20％  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

管理職加算   10～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

管理職加算   10～25％ 

 （注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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②退職手当（令和６年４月１日現在） 

横須賀市 国 

（支給率）      自己都合     勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分  33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分  47.709   月分 

最高限度    47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置：なし 

  

1人当たり平均支給額  3,128千円  21,445千円 

（支給率）      自己都合     勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分  33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分  47.709   月分 

最高限度    47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置 

(2～45％加算)  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。   

 

③地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算）     1,196,365 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）            401 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域       10 ％ 2,986人   10 ％ 

 

 ④特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算） 106,991千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 92,313 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度決算） 38.8％ 

手当の種類（手当数） 13 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（５年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

福祉業務手当 社会福祉主事、知

的障害者福祉司等 

社会福祉の現業に従事 
6,130千円  

日額 300円 

児童福祉司、児童

心理司等 

児童相談所における社会福

祉の現業に従事 
11,645千円  

日額 1,000円 

深夜特殊業務手当 総務課警備員、広

域処理センター交

代制勤務者 

正規の勤務時間による勤務

の一部又は全部が深夜

において行われる業務に従事 

390千円  

1勤務 200円～800円 

防疫作業手当 医師、消防吏員以

外の職員 

感染症患者の救護、防疫作

業に従事 
21千円  

日額 200円 

 （特例） 全職員 特定新型インフルエンザ等

から市民等の生命及び健康

を保護するために行われた

措置に係る作業に従事 
1,544千円  

日額 

1,500円（下記以外）、

4,000円（緊急に行われ

た措置に係る作業で、心

身に著しい負担を与え

る作業に従事した場合） 

保健所等業務手当 医師、歯科医師 保健所等に勤務する医師・

歯科医師が所定の業務に従事 
1,860千円  

月額100,000円以内 
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特 

別 

手 

当 

用地交渉特別手

当 

全職員 公共用地の取得等に係る交

渉業務に従事 13千円  

1件 180円（昼間）、 

230円（夜間） 

 

下水管内検査等

手当 

財務部職員、建設

部職員 

下水管内の検査、清掃業務

等に従事 
0千円  

日額 150円（新設管）、

300円（使用管） 

自宅待機手当 全職員 業務命令により自宅待機し

たとき 
748千円  

日額 450円（平日）、

1,800円（週休日、祝日）

特殊車両運転手

当 

建設部職員 重機車両等の運転業務に従

事 
0千円  

日額 200円 

 

道路上作業手当 建設部職員 指定された路線において、

交通を遮断することなく道

路の維持・補修作業に従事 

137千円  

日額 200円 

高所作業手当 環境部職員 地上10メートル以上の足場

の不安定な高所において、

点検・維持管理作業等に従事 

238千円  
日額 150 円 

時間を単位とす

る特殊勤務手当 

全職員 勤務時間外に災害対応等の

業務に従事 29,933千円  

一般職員 2,276円 

医師・歯科医師 3,818

円 

救急出動手当 消防吏員 救急業務に従事 
16,515千円  

1回 150円、510円（救急

救命士） 

災害出動手当 消防吏員 水震火災等の災害防御又は

警戒業務に従事 2,519千円  

1回 300円、日額 2,300

円（毒性物質等による災

害） 

特殊作業手当 消防吏員 地上又は水上10メートル以

上の足場の不安定な高所で

消防作業等に従事 

217千円  

日額 150円 

潜水手当 消防吏員 潜水器具を着用して人命救

助等のため潜水作業に従事 
62千円  

200円～1,000円 

交替制勤務手当 消防吏員 常時24時間の勤務に服する

職員が当該勤務に従事 
26,856千円  

1回 600円 

国際緊急援助隊手当 消防吏員 国際緊急援助隊の派遣に関

する法律に規定する国際緊

急援助活動に従事 

0千円  

日額 4,000円 

教員特殊業務手当 高等学校等教職員 教職員が非常災害時におけ

る生徒の保護等の業務に従

事 

8,163千円  

1回 400円～7,500円 

教育業務連絡調整手

当 

高等学校教職員 

（主任） 

教務主任等が担当業務に従

事 
0千円  

日額 200円 

 

⑤時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） 978,610 千円 

職員1人当たり平均支給年額(令和５年度決算) 328 千円 

支給実績（令和４年度決算） 953,746 千円 

職員1人当たり平均支給年額(令和４年度決算) 321 千円 

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 
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⑥その他の手当（令和６年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
国の制度

との異同 
国の制度と異なる内容 

支給実績 

(令和５年度決算) 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

(令和５年度決算) 

扶養手当 

配偶者        7,700円 

異なる 

配偶者         6,500円 

300,907 千円 245,238 円 

配偶者以外の扶養親族 

子    10,100円 

父母等    7,700円 配偶者以外の扶養親族      

子  10,000円  

父母等 6,500円  

配偶者のない職員の扶養

親族のうち１人 

子     11,600円 

 父母等    7,700円 

満16歳の年度初めから満

22歳の年度末までの子等

の扶養親族(加算) 

 5,500円 

異なる 

満16歳の年度初めから満

22歳の年度末までの子等

の扶養親族(加算) 

               5,000円 

住居手当 

自己所有住宅 

              6,000円 

借家・借間  支給限度額 

30,000円 

異なる 
借家・借間 支給限度額 

              28,000円 
354,136 千円 181,795 円 

通勤手当 

通勤距離２km以上に支給 

交通機関利用者：運賃相

当額 支給限度55,000円 

交通用具利用者：通勤距

離に応じて支給 

    支給限度31,600円 

同じ － 312,236 千円 117,470 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にあ

る職員のうち規則で指定

する職、級にある者に対

して支給 

８級（局長又は部長） 

  100,000円～130,000円 

７級（次長） 

85,000円～90,000円 

６級（課長） 

75,000円～80,000円 

５級（課長補佐） 

60,000円 

異なる 

俸給の特別調整額 

行 政 職 俸 給 表 (一 )を

適用する職員 

46,300円～139,300円  

 

324,325 千円 838,049 円 

初任給調整手当 

医師、歯科医師に採用さ

れた職員で採用後35年を

経過しない職員に採用後

等の期間に応じて支給 

異なる 

国の制度では、科学技術

に関する専門知識を有す

る職員を対象とするなど

支給範囲及び支給額が異

なる。 

7,546 千円 1,509,196 円 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として、

午後10時から翌日午前5

時までの間に勤務するこ

とを命じられた職員に支

給 

時間外勤務手当基礎額×

25/100×夜間勤務時間数 

同じ － 32,916 千円 85,944 円 
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宿日直手当 

宿直勤務又は日直勤務を

命ぜられた職員に支給 

勤務1回につき 5,500円 

異なる 
勤務1回につき 4,400円

～21,000円 
4,884 千円 139,543 円 

産業教育手当 

実習を伴う工業に関する

科目を主として担任する

教諭等に支給 

給料表の級号給に応じて

18,000円～38,000円 

－ － 0 千円 0 円 

定時制教育手当 

定時制課程を置く高等学

校の校長及び教員(本務

として定時制教育に従事

する養護教諭、養護助教

諭及び実習助手に限る。)

に対して支給   校長

27,000円、教員34,000円 

－ － 732 千円 732,000 円 

義務教育等教員 

特別手当 

教育職員に対して支給 

給料表の級号給に応じて

8,000円を超えない範囲

内 

－ － 4,622 千円 71,103 円 

 

 

（１２）特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

区     分 給   料   月   額   等 

給 
 
料 

市          長 1,031,000  円 

副    市    長 877,000  円 

教  育  長 677,000 円 

代表監査委員 677,000  円 

報 
 
酬 

議     長 743,000  円 

副  議  長 680,000  円 

議     員 646,000  円 

期 
末 
手 
当 

市          長 
副    市    長 

       （５年度支給割合）        3.40月分 

議     長 
副  議  長 
議     員 

       （５年度支給割合）        3.40月分 

退 
職 
手 
当 

 
市          長 
副    市    長 

（算定方式）          （１期の手当額） （支給時期）  

1,031,000円×在職月数×45/100     22,269,600円  任期ごとに支給 
877,000円×在職月数×33.75/100  14,207,400円  任期ごとに支給 

（注）１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、 

１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

２ 常勤の特別職には給料を、非常勤の特別職には報酬を支給することとされています。 
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（１３）給与改定の概要 

  

 （一般職） 

   令和５年人事院勧告に準じ、次の改定を行いました。 

項目 横須賀市の改定状況 国の改定状況 

給 料 1.0％引上げ 1.1％引上げ 

手 当 
期末手当及び勤勉手当の引上げ 

（各 0.05 月、計 0.1 月） 

期末手当及び勤勉手当の引上げ 

（各 0.05 月、計 0.1 月） 

 

 （特別職） 

項目 横須賀市の改定状況 国の改定状況 

給 料 改定なし 0.3％引上げ 

手 当 
期末手当の引上げ 

（0.1 月） 

期末手当の引上げ 

（0.1 月） 

 

参考 令和５年人事院勧告の概要 

① 民間給与との較差（0.96％）を埋めるため、俸給表の水準を引上げ 

② ボーナスを引上げ（0.1月分）、民間の支給状況等を踏まえ期末手当及び勤勉手当に反映 

 
 

（１４）旅費の概要 

  公務出張に要する費用を旅費として支給しています。 

  その概要は次のとおりです。 

種  類 内  容 支給額 

鉄道賃・船賃・ 
航空賃・車賃 

運賃等を支給しています。 実費 

旅行雑費 災害対応等の市外出張について支給してい
ます。 

1日につき200円 

宿泊料 宿泊を要する場合に支給しています。 実費 
(13,000円を上限) 

支度料 外国への出張には、支度に要する費用を支給
しています。 

国に準拠 

日当 外国への出張には、日当を支給しています。 国に準拠 
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（１５）公営企業職員の状況 

    公営企業職員とは、水道、下水道、病院等の公営企業に係る職員のうち、地方公営企業

法の職員の身分取扱の規定が適用される職員を指します。 

 

水道事業 

 

①職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

４年度の総費用に占

める職員給与費比率 

５年度 
千円 

9,160,701 

千円 

902,690 

千円 

868,879 

％ 

9.5 

％ 

9.5 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 222,869 千円を含みません。 

 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

５年度 165人 634,781千円 182,568千円 274,400千円 1,091,749円 6,617千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数については、令和６年３月 31 日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員及び再任

用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。 

     ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれてい 

ますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

            

②職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

横須賀市（水道事業） 44.0歳 325,793円 414,129円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における職員の基本給の平均です。 

      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤 

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

 

③職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当  

横須賀市（水道事業） 横須賀市（一般行政職・団体平均等） 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

                1,663千円 

１人当たり平均支給額（令和５年度）    

                1,646千円 

（令和５年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
         2.45 月分       2.05 月分 

      (1.375)月分   (0.975)月分 

（令和５年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
         2.45 月分       2.05 月分 

      (1.375)月分   (0.975)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

横須賀市（水道事業） 横須賀市（一般行政職・団体平均等） 

 （支給率）      自己都合    勧奨・定年 
 勤続 2 0 年         19.6695月分  24.586875月分 
 勤続 2 5 年         28.0395月分  33.27075 月分 
 勤続 3 5 年         39.7575月分  47.709   月分 
 最高限度     47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  なし 

 
 1人当たり平均支給額   5,061千円   20,618千円 

（支給率）      自己都合    勧奨・定年 
 勤続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分 
 勤続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分 
 勤続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分 
 最高限度    47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  なし 

 
 1人当たり平均支給額   3,128千円  21,445千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

   ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算）         66,665千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                 404千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

全地域         10％           165人              10％ 

 

   エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算）                       2,065千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                       21,512  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度決算）                          58.2％ 

手当の種類（手当数）                       ７ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（５年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

停水執行手当 停水執行担 当 職

員 

停水執行業務 
0 千円 １件当たり200円 

特殊作業手当 技術職員 給配水管の漏水修理等

作業 
331 千円 日額200円 

終日・交替制勤務

手当 

交替制勤務職員 交替制勤務職員の夜勤

従事 
1,244 千円 

１勤務当たり 

1,800円 

用地交渉特別手当 用地管理担当職員 用地等の取得交渉に従

事 
0 千円 

日額180円（17時15

分以降230円） 

下水道管内検査・ 

清掃特別手当 

技術職員 下水道管等の検査、 

汚物清掃業務 
0 千円 

日額 新設管 150円 

使用中の管  300円 

汚物附着機器清掃150円 

上記以外汚物清掃300円 

自宅待機手当 技術職員 業務命令による自宅待

機 
0 千円 

日額450円 

（休日 1,800円） 

時間を単位とする 

特殊勤務手当 

全職員 勤務時間外に災害対応

等の業務に従事 
490 千円 

１時間当たり 

2,276円 
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    オ 時間外勤務手当 

支給実績 （令和５年度決算） 36,291千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 242千円 

支給実績 （令和４年度決算） 32,695千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 217千円 

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

 

手当名 

 

 

内容及び支給単価 

 

一般行政職の

制度との異同 

一般行政職の

制度と異なる

内容 

支給実績
 

（令和５年度決算）
 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 

配偶者           7,700円 

同じ － 18,795千円 276,398円 

配偶者以外の扶養親族 

子       10,100円 

父母等     7,700円 

配偶者のない職員の扶養親

族のうち１人 

子      11,600円 

 父母等     7,700円 

満16歳の年度初めから満22

歳の年度末までの子等の扶

養親族(加算)    5,500円 

住居手当 

自己所有住宅      6,000円 

借家・借間  支給限度額 

30,000円 

同じ － 24,220千円 198,522円 

通勤手当 

通勤距離２km以上に支給 

交通機関利用者：運賃相当額

（支給限度額55,000円） 

交通用具利用者：通勤距離に

応じて支給 

（支給限度31,600円） 

同じ － 19,395千円 123,537円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある

職員のうち規則で指定する

職、級にある者に対して支給 

８級（部長）  100,000円～

110,000円 

７級（次長）    85,000円 

６級（課長）     75,000円 

５級（課長補佐） 60,000円 

同じ － 12,985千円 865,640円 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として、午後

10時から翌日午前5時までの

間に勤務することを命じら

れた職員に支給 

時間外勤務手当基礎額×25 

/100×夜間勤務時間数 

同じ － 2,152千円 153,719円 
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下水道事業 

 

①職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

４年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

５年度 
千円 

14,272,462 

千円 

370,351 

千円 

563,413 

％ 

3.9 

％ 

4.2 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 255,066 千円を含みません。 

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

５年度 127人 485,949千円 125,460千円 207,070千円 818,479千円 6,445千円 

 （注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数については、令和６年３月 31 日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員及び再任

用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。 

     ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれてい 

ますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

②職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

横須賀市（下水道事業） 44.3歳 320,857 円 406,549 円 

  （注）１ 「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における職員の基本給の平均です。 

       ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤 

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

 

③職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当  

横須賀市（下水道事業） 横須賀市（一般行政職・団体平均等） 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,630千円 

１人当たり平均支給額（令和５年度）    

                1,646千円 

（令和５年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
         2.45 月分       2.05 月分 

      (1.375)月分   (0.975)月分 

（令和５年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
         2.45 月分       2.05 月分 

      (1.375)月分   (0.975)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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    イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

横須賀市（下水道事業） 横須賀市（一般行政職・団体平均等） 

 （支給率）      自己都合    勧奨・定年 
 勤続 2 0 年         19.6695月分  24.586875月分 
 勤続 2 5 年         28.0395月分  33.27075 月分 
 勤続 3 5 年         39.7575月分  47.709   月分 
 最高限度     47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  なし 

  
1人当たり平均支給額      452千円  20,886千円 

（支給率）      自己都合    勧奨・定年 
 勤続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分 
 勤続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分 
 勤続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分 
 最高限度    47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  なし 

 
 1人当たり平均支給額   3,128千円  21,445千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算）         51,227千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                 403千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

全地域         10％           127人              10％ 

 

   エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算）                       651千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                       18,095  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度決算）                          28.3％ 

手当の種類（手当数）                       ５ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（５年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

特殊作業手当 技術職員 下水処理業務、下水処理

水の水質試験業務 
552 千円 

日額200円 

用地交渉特別手当 用地管理担当職員 用地等の取得交渉に従

事 
0 千円 

日額180円（17時15

分以降230円） 

下水道管内検査・ 

清掃特別手当 

技術職員 下水道管等の検査、 

汚物清掃業務 
0 千円 

日額 新設管 150円 

使用中の管  300円 

汚物附着機器清掃150円 

上記以外汚物清掃300円 

自宅待機手当 技術職員 業務命令による自宅待

機 
0 千円 

日額450円 

（休日 1,800円） 

時間を単位とする 

特殊勤務手当 

全職員 勤務時間外に災害対応

等の業務に従事 
94 千円 

１時間当たり 

2,276円 
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    オ 時間外勤務手当            

支給実績（令和５年度決算） 16,193千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 145千円 

支給実績（令和４年度決算） 22,673千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 195千円 

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在）        

 

手当名 

 

 

内容及び支給単価 

 

一般行政職の

制度との異同 

一般行政職の

制度と異なる

内容 

支給実績
 

（令和５年度決算）
 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 

配偶者           7,700円 

同じ － 13,658千円 252,920円 

配偶者以外の扶養親族 

子       10,100円 

父母等     7,700円 

配偶者のない職員の扶養親

族のうち１人 

子      11,600円 

 父母等     7,700円 

満16歳の年度初めから満22

歳の年度末までの子等の扶

養親族(加算)    5,500円 

住居手当 

自己所有住宅      6,000円 

借家・借間  支給限度額 

30,000円 

同じ － 16,290千円 181,002円 

通勤手当 

通勤距離２km以上に支給 

交通機関利用者：運賃相当額

（支給限度額55,000円） 

交通用具利用者：通勤距離に

応じて支給 

（支給限度額31,600円） 

同じ － 14,933千円 124,444円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある

職員のうち規則で指定する

職、級にある者に対して支給 

８級（部長）  100,000円～

110,000円 

７級（次長）    85,000円 

６級（課長）     75,000円 

５級（課長補佐） 60,000円 

同じ － 12,507千円 833,820円 

 

 

 

 


